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市の組織・機構を改正します 1002813	

　2050年までに温室効果ガス（二酸化炭素）排出量を実質ゼロにする

「稲沢市ゼロカーボンシティ」の実現に向け、「稲沢市地域再エネ導入

戦略(案)」を公表し、広く意見を募集しています。

「稲沢市地域再エネ導入戦略（案）」
パブリックコメントを募集します

1010578

●市役所　各課の配置 （４月から）

配置を変更する課　　　　　　

　　　　　　 名称変更、分割する部課

　　　　　　 　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　 　　　　　　

　　　　　　

本庁舎

３階　議会事務局　議事課	

　　　教育委員会　庶務課　学校教育課　生涯学習課

　　　監査委員事務局

２階　総合政策部　秘書政策課　人事課

　　　　　　　　　シティプロモーション課

　　　総務部　総務課　財政課　契約検査課

　　　市民福祉部　	地域協働課

　　　経済環境部　商工観光課（企業立地推進室）　農務課

　　　選挙管理委員会事務局

　　　農業委員会事務局

１階　総務部　課税課　収納課

　　　市民福祉部　	　高齢介護課　市民課　国保年金課

　　　子ども健康部　子育て支援課　保育課

　　　会計課

東庁舎

２階　建設部　防災安全課

１階　市民福祉部　	福祉課

　　　稲沢市社会福祉協議会

第１分庁舎

１階　総合政策部　デジタル推進課	

第２分庁舎

２階　建設部　用地管理課　道路課　治水課

１階　まちづくり部　都市計画課　都市整備課

　　　　　　　　　　建築課

募集期間　３月14日㈫まで

閲 覧場所　環境保全課（環境センター内）、市役所行政情報コーナー、

支所、市民センター　※市のホームページにも掲載

提 出方法　案に対する意見と住所、氏名、電話番号を記入の上、持参、

郵送（〒492-8391　稲沢市中野川端町74）、FAX（36-3709)、また

は市のホームページから環境保全課へ

他	結果は、市のホームページで公表し、個別に回答はしません

問環境保全課　 36-3710

取扱内容

●住民異動届

　転入・転居・転出など

● 住民異動に伴う各種手続き

　	保険証を持参した方の子ども医療費受給者

証・児童手当の受け付けなど

	● 証明書などの交付

　	住民票の写し・戸籍関係の証明書・

　印鑑登録証明書など

●各種申請

　印鑑登録申請、自動車

　臨時運行許可申請など

時３月25日㈯・４月１日㈯、	午前９時～正午

場	市民課

他	住民異動届に関係のない業務は受け付けできませ

んので、ご注意ください

問市民課　 32-1311

　休日受付窓口を市民課で臨時開設し、住民異動届

の受け付けなどを行います。

臨時休日窓口（年度末・年度始め）
をご利用ください

1000999

届出人　本人または世帯主

他	マイナンバーカードの住所変更は、市民センター

では受け付けできません

問市民課　 32-1311

　引っ越しで住所に変更があったときは住民異動

届が必要です。支所・市民センターでも手続きが可

能です。

住所を変更したときは
届け出を

1000968

取扱内容

●転入届（市外から稲沢市へ）

届出期間　転入した日から 14 日以内

持	前住所地で発行された転出証明書または転出

手続き済みのマイナンバーカード、本人確認

書類

● 転居届（市内での引っ越し）

届出期間　転居した日から 14 日以内

持	本人確認書類

	● 転出届（稲沢市から市外へ）

届出期間　原則、転出する日まで

持	本人確認書類

他	転入・転居届は、マイナンバーカード、在留

カードなども必要（ある方のみ）

　より効率的かつ合理的で市民の方に分かりやすい組織とするため、

４月１日から市の組織・機構の一部を改正します。

主な改正

●部の再編および担当業務の変更

・	市長公室の名称を「総合政策部」に変更し、政策

の立案・調整機能の強化および市PRのさらなる推

進のため、秘書広報課と企画政策課を「秘書政策

課」と「シティプロモーション課」に再編します ・	地域協働課、祖父江支所および平和支所を、市長

公室から「市民福祉部」へ移管します

・	都市基盤整備事業の推進体制を強化するため、建

設部を「まちづくり部」と「建設部」に分割・再

編します

・	道路課、治水課の道路や河川などの維持補修に関

する業務を「用地管理課」へ移管します

・	災害対応の初動体制強化を図るため、建設部に「防

災安全課」を設置し、総務部	危機管理課	危機管

理グループの担当業務を移管します

・	防犯および地域交通に関する業務を見直し、総

務部	危機管理課	防犯・交通安全グループの担当

業務および市長公室	地域協働課のコミュニティ

バス・おでかけタクシー業務を「総務部	総務課」

に移管します
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